
 

一支國国民証 引換手続きに関する注意事項書  
一支國国民証引換券付き企画乗船券をご購入にあたり、こちらの書面の注意事項を必ずお読みいただき、壱岐

島到着後、有効期限内に観光案内所窓口にて必ず一支國国民証の引換手続きを行ってください。一支國国民証
引換券を紛失した際の再発行並びに購入後の払戻しはございませんのでご注意ください。  
＊一支國国民証 ご利用対象施設＆特典内容についてはこちらをご覧ください 
 
一支國国民証引換手続きの流れと注意事項 
①壱岐島到着後、下記観光案内所窓口のいずれかで、申請者御本人がご利用にあたっての注意事項をご確認頂
き、一支國国民証申込書をご記入のうえ、注意事項書と一支國国民証引換券を一緒に提出してください。船の往
復利用人数全員の一支國国民証への登録が必要となります。登録を行っていないお客様は、通常運賃となり復路
窓口にて差額の支払いが必要となりますのでご注意ください。 
引替えの際、代表者様の島外の住所を証明できる身分証明書のご提示をお願いいたします。代理申込による発行
はできませんのでご注意ください。 
○一支國国民証カードは国民証裏面に記載された、申込者ご本人様とそのご家族のみご利用できます。 
他人への譲渡・貸与は無効です。 ※ご家族が一世帯にお住まいであることが条件です。 

＊一支國国民証 ご利用にあたっての注意事項についてはこちらを御覧ください 
②案内所窓口職員が、確認のうえ一支國国民証カードを発行いたします。 
③一支國国民証カードを発行する際に、引換券の半券に押印したものと一支國国民証発行確認書をお渡しします。
押印済みの半券と一支國国民証発行確認書は九州郵船・復路の窓口で提示が必要となりますので、紛失しないよ
う必ず大切に保管してください。 

 
九州郵船・復路の受付窓口 
○窓口で必要なもの 
一支國国民証カードの提示、押印済の引換券の半券と一支國国民証発行確認書の提出 
①上記を提示、提出していただき、復路の乗船手続きを行います。往復利用人数全員の一支國国民証への登録
が必要となります。登録を行っていないお客様および押印済の半券がない場合は、通常運賃となり復路窓口にて差
額の支払いが必要となりますのでご注意ください。 

施設名 住所 交付時間 除外日 連絡先 
郷ノ浦港観光案内所 郷ノ浦町郷ノ浦 281-24 

9:00～17:30 
12/31 13:00～ 
1/1 12:00 まで 

0920-47-2345 
芦辺港観光案内所 芦辺町箱崎中山触 2575-22 0920-45-2833 
印通寺港観光案内所 石田町印通寺 196-20 0920-44-5401 

https://www.ikikankou.com/downloads/media/4789
https://www.ikikankou.com/storage/files/3/kokuminsho/chuijiko.pdf

